
選挙の出前授業

小・中学生用資料

鹿児島市明るい選挙推進協議会

鹿 児 島 市 選 挙 管 理 委 員 会

鹿児島県ご当地めいすいくん

『めいすいどん』
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明るい選挙推進協議会について

明るい選挙推進協議会とは、選挙啓発のボランティア団体で、

日頃から市民の皆さんに投票の大切さや違反の無い、きれいな

選挙を呼びかける活動を行っています。

※ 略称：明推協
めいすいきょう
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私たちのくらしと政治

１．くらしと政治

ある日、目が覚めてみたら…

このようなことが勝手に決まっていたらどうしますか？

２．政治とは

私たちは、誰もが安全な市で安心して豊かに暮らしたいと望んでいます。

そうした社会を実現するために、社会のしくみや道路、公園の整備、福祉のサービスなどについ

て話合いで決めていく政治は、とても大切なものです。

政治の中心となる国会議員や県、市町村の長、議員は、住民の代表として私たちが「選挙」で選

びます。そのため、私たちの代表を選ぶ「選挙」はとても大事なものです。

病院の診療代が全額負担になったから、

ちょっとの風邪では病院に行けなくなった・・・

危険なものが使われているから、

食べ物が安心して食べられなくなった・・・

『政治なんて自分に関係ない』、『難しくて分からない』

そんな風に考えていたら、このようなことになってしまうかもしれません。

地震や災害に強い市をつくる
公園やスポーツ施設を充実させる

教育環境を充実させる
市の産業を盛り上げる

ゴミの収集とリサイクルを考える

体に障害のある人やお年寄りが

暮らしやすい市にする

１人くらい

投票しなくても

いいんじゃない

政治への無関心は

自分への災難の始まり
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選 挙 の 歴 史 と 種 類

１．選挙権の歴史

選挙はいつの時代からあるか、また、選挙権の歴史を振り返ってみましょう。

① 制限されていた選挙権

  明治２２年（１８８９年）に国会ができました。

  その時に、選挙についての法律である衆議院議員選挙法がつくられ、国民の参政権ができまし

たが、この時の選挙権を持つ人は、

  〇満２５歳以上の男性

  〇直接国税を１５円以上納めた人に限られていました。

② 普通選挙の実現

  その後、何回か納める国税の額の見直しがあったあと、大正１４年（１９２５年）に満２５歳

以上の男性なら誰でも選挙権を持つことになりました。

  そして、女性が選挙権を持つことになったのは、昭和２０年（１９４５年）のことです。

  このとき、選挙権年齢も満２０歳までに引き下げられました。

さらに、７０年後（現在）

③ 選挙権年齢が「満２０歳以上」から「満１８歳以上」に引き下げられました。

○日本の未来を作り担う存在である 10 代にも、より政治に参画してもらうため

○より早く選挙権を持つことにより、社会の担い手であるという意識を持ってもらい、

主体的に政治に関わる若者を増やすため

○世界的に 18 歳までに選挙権が認められている国は全体の約 92%であるため

２．選挙の種類

選挙の種類
衆議院

議員

参議院

議員
県知事 県議会議員 市 長 市議会議員

選 挙 権 満 18 歳以上の国民

被 選 挙 権

選挙で選ばれる権利

25 歳

以上

30 歳

以上

30 歳

以上

25 歳

以上

25 歳

以上

25 歳

以上

任期（年） ４ ６ ４

定数（人） 465 248 １
51

（鹿児島県）
１

45
（鹿児島市）
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選 挙 の 仕 方

１．投票所と投票時間

鹿児島市で一般の選挙が行われるときは、１５６ヶ所の投票所が設けられます。

時間は、一部の投票所を除き、午前７時から午後８時までです。

※午前７時から午後７時までの投票所・・・吉田・桜島・東桜島・喜入・松元・郡山支所管内の

投票所、三船公民館、柳ケ谷公民館

選挙のときに世帯ごとに送付する投票所整理券に、場所や時間等が書いてあります。

※投票所整理券を紛失した場合でも投票はできますので、受付でその旨お知らせください。

２．投票所での流れ

投票の手続きは、難しいものではなく、数分で完了します。

① 決められた投票所へ行き、投票所整理券を提出します。

※投票所整理券はあらかじめ自宅に送付されます。

※投票所整理券を紛失してしまった場合でも、投票所でその旨申し出て、選挙人名簿

に載っている本人であることが確認できれば投票できます。

② 選挙人名簿に載っている本人であるかどうか確認を受けます。

※身分証明書などを提示する必要はありません。

③ 投票用紙を受け取ります。

④ 投票記載所で投票用紙に候補者等の名前を書いて投票箱に入れます。
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①

②

③

④

⑤

⑥

各投票所の所在地につきましては

本市ホームページでご確認下さい。

【投票所について】

【宣誓書記載例】

※太枠内のみ記入

【投票所整理券】 【期日前投票について】

【期日前投票宣誓書について】

【期日前投票所一覧】

個人ごとの投票所整理券の裏面に記載してある期日前投票宣誓書

は、期日前投票でご利用いただけます。期日前投票宣誓書の太枠

内を本人が記入し、期日前投票所へご持参下さい。※必ずご自分

の整理券かどうかを確認して下さい。

http://www.city.kagoshima.lg.jp/senkyo

kanri/senkyokanri/shise/senkyo/tohy

ojo/ichiran.html

このハガキは４名連記です。世帯主宛に送付しています。

５人目からは２通目以降の別のハガキになります。

投票の際は、ご自分の整理券を切り離してお持ちください。

この整理券に記載されている内容は、平成２９年９月２９日現在のもので

す。この日より後に、転居・死亡等の異動があった方につきましては変更さ

れておりませんのでご了承下さい。

平成２９年９月３０日以降に市内間転居された方は、旧住所地の投票所（整

理券に記載されている投票所）での投票となります。

整理券が誤って配達された場合は、お手数ですが本市選挙管理委員会ま

でご連絡ください。

選挙公報が１０月２０日（金）までに届かない場合は、本市選挙管理委員会

までお問い合わせください。

【ご案内】
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端末 交付

※本人が自書 平成２９年１０月　 　日

生年
月日

大

平

・

・

明

昭

③伊敷支所
⑤吉田支所
⑦喜入支所

期間場所

①市役所本庁（西別館1階）

②谷山支所
④吉野支所

10時～17時

⑩東桜島支所

⑬鹿児島国際大学
　（７号館３階）

１０月１１日～
１０月１２日

⑪勤労者交流センター
　（キャンセビル８階）

9時～20時
１０月１９日～
１０月２１日

⑫鹿児島大学郡元ｷｬﾝﾊﾟｽ
　（学習交流プラザ２階）

10月17日 12時～19時

時間

⑨郡山支所

⑥桜島支所

※⑪～⑬の期日前投票所につきましては、投票者専用の
駐車場はございません。

⑭イオンモール鹿児島
　（２階イオンホール）

１０月１４日～

１０月１５日
10時～20時

8時30分
～

20時

8時30分～17時

１０月１１日～１０月２１日

１０月１５日
～

１０月２１日⑧松元支所

３．投票用紙の書き方

投票用紙には、立候補者の氏名を一人だけ書きましょう。

    

４．期日前投票

投票に行かない方の中で、多かった理由のひとつが、

「投票日に仕事や旅行があって行けなかった」というものです。

投票に行きたい気持ちはあるのに、投票日（選挙期日）に予定があり、投票に行けないのは

残念です。そこで、期日前投票というものが用意されています。

選挙の公示日（告示日）の翌日から投票日（選挙期日）の前日までです。

【鹿児島市の期日前投票所一覧】

○市役所本庁

※「期日前投票宣誓書」の提出が必要になります。

宣誓書は、投票所整理券の裏面に印刷されていますので、ご自宅で記入して持参してください。

＜投票所整理券（裏面）＞

桜
島
太
郎

か
ご
し
ま

花
子

が
ん
ば
れ

桜
島
太
郎

鹿
児
島
花
子

さ
ん
へ

立候補者の氏名
をはっきりと
書きましょう。

カタカナやひら
がなで書いても
よいです。

ガンバレと書いたり、

☆、「」などをつける

と無効。

で囲んでも無効。

○○さんへ、
××さんに、
などの助詞をつけると
無効になる。
~さんなど敬称は有効。

× ×

鹿児島市の期日前投票所

○本庁、谷山・伊敷・吉野・吉田・桜島・喜入・松元・郡山支所・東桜島合同庁舎

○鹿児島大学郡元キャンパス

○鹿児島国際大学

○勤労者交流センター（よかセンター）キャンセビル

○イオンモール鹿児島（東開町）
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投 票 率 の 現 状

1．年代別投票率の推移

【投票を棄権した理由】

① 用事があったから                ◎社会との関わりが低い

② 関心がなかったから               ◎政治への無関心

③ 適当な候補者も政党もなかったから        ◎政治への無気力

④ 政党や候補者が分からなかったから

※この表のうち、２０歳代の投票率は抽出調査、全体の投票率は全数調査の数字です。
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衆議院議員総選挙の年代別投票率の推移

昭和44年 昭和55年 平成2年 平成12年 平成21年 令和3年

１０歳代 - - - - - 43.21

２０歳代 59.61 63.13 57.76 38.35 49.45 36.50

３０歳代 71.19 75.92 75.97 56.82 63.87 47.12

４０歳代 78.33 81.88 81.44 68.13 72.63 55.56

５０歳代 80.23 85.23 84.85 71.98 79.69 62.96

６０歳代 77.70 84.84 87.21 79.23 84.15 71.43

７０歳代以上 62.52 69.66 73.21 69.28 71.06 61.96

全体 68.51 74.57 73.31 62.49 69.28 55.93
※この表のうち、年代別の投票率は抽出調査、全体の投票率は全数調査の数字です。

衆議院議員総選挙の１０年毎の年代別投票率
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２．１８・１９歳の投票率（第 48 回衆議院議員総選挙・全数調査）

全国 県 鹿児島市

18 歳 47.87% 49.73% 48.11%

19 歳 33.25% 27.81% 25.14%

18･19 歳 40.49% 39.23% 36.72%

全体 53.68% 56.09% 50.46%

衆議院議員総選挙年齢別投票者数調（全国・抽出調査）（令和 3 年）

若年層の中でも、１８歳は多くの人が

投票に行っているね。

今回の出前授業を受けたみんなも

絶対投票に行こう！！
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寄 附 の 禁 止

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止され

ています。違反すると罰せられます。

また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
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投票所内でのマナー違反

１．投票用紙を持ち帰らない。

４．他人の投票記載内容を見ない。

５．別人になりすまして投票しない。

偽

２．電話やメールを使わない。

３．写メ等撮らない。


